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小夏の候、組合員の皆様には、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

令和５年度は、道路等管理工事、電柱移設工事、建物等移転補償、上水道管工事、事業用地

草刈業務、杭打測量・換地修正外業務委託、建物等調査積算業務委託、管理調書作成業務委託

を実施する予定です。 

一日も早く新しいまちができるよう今後も努力してまいりますので、引き続き皆様のご理解

とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 
 

さいたま市中川第一特定土地区画整理組合 

理 事 長  齊 藤 信 男 

 

 

 
 令和５年度の主な事業は以下のとおりです。 

  
① 道路等管理工事 

           ・道路等の補修工事を行うものです。 

 

① 建物等移転補償 

           ・事業により発生する建物移転及び工作物等の補償を行うものです。 

 

          ① 上水道管工事 

           ・上水道管の工事を行うものです。 

 

① 事業用地草刈業務 

・組合管理用地の草刈を行うものです。 

 

② 杭打測量・換地修正外業務委託 

           ・事業に必要な杭の埋設及び分筆に伴う換地図書の修正等を行うもの

です。 

③ 建物等調査積算業務委託 

           ・事業により移転が発生する建物等の補償調査、積算を行うもです。 

 

④ 管理調書作成業務委託 

           ・さいたま市補助金申請の図面作成等を行います。 
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法2条2項事業

※代表者 1 人を選任： 
共有者の方々については、土地区画整理法第 130 条第 2 項に「宅地の共有者は、それぞれのうちから代表者 1 人を選

任し、その者の氏名及び住所を施行者に通知しなければならない。」との規定があります。届出が提出されませんと、役員

及び総代選挙に関わる権利を行使することが出来ませんので、よろしくお願いいたします。 

管理課 ０４８－８２３－５２２１ (資金管理・換地に関すること) 

補償課 ０４８－８２３－５２２６ (建物補償に関すること) 

工事課 ０４８－８２３－５２２６ (工事に関すること) 



 

令和 5年 3月 9日開催の第 2回総代会において、令和 5年度収入支出予算をそれぞれ 

71,000 千円と定め、決議されました。 

 

☆収入支出割合（単位：千円） 

 

 

 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
【収入】 

費目 金額（千円） 備考 

さいたま市補助金 60,003  

保 留 地 処 分 金 1  

諸 収 入 1  

繰 越 金 10,995  

計 71,000  

 

【支出】 

費目 金額（千円） 備考 

工 事 費 11,002 道路等管理工事、電柱移設工事 

補 償 費 3,600 家賃減収補償 

法 2 条 2 項事業費 981 水道工事負担金 

調 査 設 計 費 26,331 
事業用地草刈業務、杭打測量・換地修正外業務委託、建物

等調査積算業務委託、管理調書作成業務委託 

公 債 費 44 借入金利子 

事 務 費 22,209  

予 備 費 3,000  

次期繰越収支差額 3,833  

計 71,000  

 
  
 

道路上に物（コンクリート板、道路段差解消ステップ、バリケード、カラーコーン、立看板、広告旗、

消火器、荷物、商品、自動販売機など）を置いたままにすることは歩行者、自転車や車の通行の障害にな

り、交通事故を引き起こす原因にもなります。また、歩行者がつまずいて転倒する事故にもつながります。 

そのため、道路上に物を置いている場合は、取り除くか敷地内に入れるなどの対応を行ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

敷地を越えて樹木の枝が歩道や車道へはみ出すと、歩行 

者や車の通行の障害になり、また、道路の見通しを悪くし、

交通事故を引き起こす原因にもなります。枝等が落下した

際には、思わぬ事故を引き起こすこともありますので、所

有者の方は、樹木の剪定や手入れをしてください。 

道路上（歩道・側溝を含む）に植木鉢等を置くことは、

歩行者や自転車等の安全・快適な通行の妨げとなり、交通

安全上問題となることがありますので、敷地内に入れてく

ださい。 

 
 

大雨のあとに、畑などの土砂が道路上へ流出し、歩行者や車の

通行の障害となることがあります。また、流出した土砂が側溝を

埋めてしまい、道路の排水機能が失われてしまう事例も見受けら

れます。 

皆様の道路の安全を確保するため、土地の所有者の方は土砂が

流出しないよう防止策をお願いします。万が一、土砂が道路へ流

出してしまった場合は、速やかに土砂の撤去をお願いいたします。 

 
 
※道路上に置かれたものや、はみ出したものが原因で事故が発生した場合、物件の所有者が責任を問われ

る場合があります。道路を歩行者や自動車が安心・安全に通行できるよう、皆様のご協力をお願いします。 
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道路の使用についてのお願い 

⚠道路上にものを置かないで下さい 

⚠庭木の枝は敷地内で管理して下さい 

植木鉢等は道路・側溝の上に置いてはいけません 

●道路への土砂流出防止と出土砂の撤去にご協力下さい 
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